
 

「定年引上げに伴う消防本部の課題に関する研究会」開催要綱 

１ 目的 

令和５年度から地方公務員の定年が段階的に引き上げられることを踏まえ、各消

防本部においては、災害活動に必要な消防力を維持し、行政サービスを将来にわた

り安定的に提供できる体制を確保するため、中長期的な視点での採用·退職管理の

あり方について検討する必要がある。 

本研究会においては、各消防本部における今後の検討に資するため、消防の職

場・業務の特性を踏まえつつ、各消防本部の検討状況を把握しながら、定年引上げ

に伴う消防本部の課題に関する留意点について、調査研究を行うこととする。 

２ 名称 

本研究会の名称は、「定年引上げに伴う消防本部の課題に関する研究会」（以下「研

究会」という。）とする。 

３ 研究項目 

研究会は、消防本部の課題等に関して、以下の項目について研究を行う。 

(1) 高齢期職員の活躍

ア 定年引上げ後においても高齢期職員が活躍し、かつ、組織活力が維持される

ための対応策 

イ 現行再任用職員の活躍事例、再任用職員が活躍するための人事管理の工夫

ウ 体力管理、安全管理上の工夫

(2) 定員管理

ア 職域ごとの年齢別の職員配置の考え方

イ 新規採用及び定員管理の考え方

４ 研究会構成員 

研究会の構成員は別紙のとおりとする。 

５ 座長 

(1) 研究会に、座長１人を置く。

(2) 座長は、会務を総理する。

(3) 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長が指名する者が、その

職務を代理する。 

６ 議事 

(1) 研究会の会議は、座長が招集する。



 

(2) 座長は、必要があると認めるときは、必要な者に研究会への出席を求め、そ

の意見を聴取することができる。 

(3) 座長は、必要があると認めるときは、研究会構成員等による実態調査やワー

キングチームの編成による研究会資料等の作成を行わせることができる。

７ 雑則 

(1) 研究会の庶務は、総務省消防庁消防・救急課において処理する。

(2) 本要綱に定めるもののほか、研究会に関し必要な事項は、座長が定める。

(3) 研究会の会議は、原則として公開しないが、研究会の会議終了後、配布資料

を公表するとともに、議事概要を作成し、これを公表するものとする。 

ただし、座長が必要があると認めるときは、配布資料の一部を非公開とする

ことができる。 
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